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稲収縫機利用による作業構造の変化とその経営的役割

阿部健一郎・柴田昭治郎・淡治銑一郎

（秋　田　県農　試）

1．ま　え　が　き

最近，他産業の経済成長に強く影響されて労働力の

流出が大きく，農業就業構造を変化させつつある〇一

万，これに対応し，農業技術とくに省力技術の開発も

著しい。

これらの事情を反映して，従来，主として手作業に

依存していた稲作の収穫過程に収桂按が急速に利用さ

れてきた。昭和45年末現在／くインダーが乙455台，

自脱型コンパイソは77d台に適した。

これらの収穫機利用による省力効果および雇用労働

力節減効果はきわめて大きいことはいうまでもなく，

さらに収穫作業技術の未熟さによる経営規模拡大の制

約は次第に緩和されるに至った。しかし，経営経済的

効果からすれば，利用組級あるいは収穫作業構造など

の面から，収穫機の稼動が制約される面も多くまだ問

題を残している。

節1蓑　　収穫機導入農家の稲作付面積規模

本報告では，まず第一に収穫機稼動の制約条件を利

用絶後，作業構造の面から解明し，ついで収穫挽利用

に伴う省力のメカニズムについて検討し，最後にこれ

らが経済性に及ぼす影響について述べたい0

2．収穫機の稼動とその制約条件

所有形軌作業の方法，貸刈りの多少など収軽機の

稼動に影響する要因によって，利用形態区分をすれば

個人利用，賃刈り型，持廻り利用型，請負型および共

同作業型となる。現在の利用形態は，個人利用（貸刈

り型を含む。）が自脱型コンパイソで71‰　ノミインダ

ー5粂刈り占1多，2粂刈り78帝で最も多く．つい

で共同作業型，持廻り利用の順である0

収橙機利用農家の稲作付面掛は個人利用が共同利用

より大きいが，収穫機1台当りの負担面掛は共同利用

が個人利用の約倍である（第1表）。そしてこの負担

面積の多少が収穫機の稼動に影響を及ぼしている○

、、、　 項 目

機 種 利 用 形 態

稲　 作 付　 面 積 規 模　 別 兵 家 数
1 戸 当

り稲 作

付 面療

1 台 当 り

稲 作 付

面 潰1 h a
未 満

1 ～ 2

1

2 ′・）5 5 ～ 4
4 h a
以 上

計 （対象数 ）

自　 脱　 型 個　 人 利 用
帝

8 5 d 4 0 1 占
1 0 0 （日 馬 　 a

5 1 2 5 1 2

コンバ イ ン 共 同 ．持 回り 8 2 5 4 9 1 1 8 1 D O （1 7 2 ） 2 1 1 ‘0 5

バ イ ン ダー 個　 人 利 用

4

2 1 4 D 2 5 1 8 1 8 0 （1 0 7 ） 2 8 5 ．2 8 5

（5 粂刈 共 同 作 業型 5 8 4 5 1 4 1 1 0 0 （1 5 5 ） 2 1 0 7 5 0

り ） 持回 り利 用 7 4 7 2 8 1 5 4 1 0 0 （　 7 0 ） 1 9 7 7 1 6

バ イ ン ダ ー 個　 人 利 用 1 2 9 4 9 1 7 5 1 0 0 （2 d O ） 2 5 7 2 5 7

（2 粂刈 共 同 作業型 7 4 1 4 5 7 2 1 0 0 （1 2 7 ） 1 9 2 5 4 2

り） 持 回 り利 用 9 4 1 4 5 5 1 0 0 （　 7 8 ） 1 8 7 5 4 1

秋　　 田　　 県 4 9 5 5　　　 1 4 2 1 0 0

注．大数調査による。

すなわち，作業面積をバインダー2粂刈りについて

見ると（第2妾），個人利用ではSha未満の農家が

50帝を占め，1台当りは5・2haに過ぎない0　これに

対して共同利用のほとんどが5ha以上で，1台当りで

も5．4haに達している。
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第2表　　収穫槙の機種別利用形態別作業面積

機　 毯　　　 利 用 形 態

作 業 面 揖 別 良 家 数 ． グ ル　 ー　 プ 数

1 台 当

り面 積5 b a 未 満 5 ～ 5 5 ～ 7 7 ～ 9 9 1迫 以上
≡　 計

（対 象 数 ）

バ イ　 ン ダ　 ＿ 個 人 利 用

喀

5 0 5 9 9 1 1 1 0 0 （2 5 8 ）

戚4

5．2

2　粂　 刈　 り 共 同 利 用 4 4 占 5 5 1 2 5 1 0 0 （ 4 2 ）i　 5．4

′くイ　 ン　ダ ー 個 人 利 用 5 4 4 5 1 5 5 4 1 0 0 （1 0 5 ） 5．9

5　 粂　 刈　 り 共 同 利 用 1 5 5 2 2 5 2 5 1 D D （ 4 5 ） 7 5

5．4
自　 脱　 型 個 人 利 用 5 9 4 9 1 1 1

4

1 8 0 （1 °2 ）

コ　ン ．パ　 イ　 ン 共 同 利 用 5 4 5 8 4 1 0 0 （　 5 5 ） 5．4

バインダー利用で．まず第1に作業面硬とこれを決

定する要因別の相関を見ると，作美日数とはr＝二m91

＊＊，1日平均作業時間とはr＝n50＊＊10a当

り作業能率とはr＝一札28である。このように，作業

面紬は作業日数と最も関係が高い。このように，利用

形態によって1台当りの作業面積が異なるが，これは

負担面街の大きい共同利用では，作業日数の延長をは

かってこれに対処しているからである。

作業面積の多少を決定する第二の要因は，収穫作業

が気象条件の影響を強く受けることと，機械刈取りに

関連して前後に手作業が多く，その進行程度によって

機械そのものの稼動が制約されるという，収穫作業構

造に起因するものである。このため，機械の稼動を高

めるためには数種の作業を同時併行的に勉埋できる体

制を整えることが前提となる。すなわち，機械刈取り

の前後にある枕刈り，稲運び，棒またははさがけ作業

などの進捗が機械の能率と一致することである。バイ

ンダー2灸刈りで撤城の能率を最大に発揮させうる机

人数は，乾燥方法によって異なるが，棒がけて7．0人

はさがげではヱ7人である。したがって，この組人数

を確保することができない個人利用では，機械のフル

運転が不可能になり，作業面積が制約されることにな

る0

なお，自脱型コンバイン利用では，これらの他に生

籾処理のための乾燥塩の能力によって制約され，気象

的，時間的に作業が可能であっても，作業面積を増加

できないことがある。作業面鎖を拡大する必要のある

共同利用ではそのため乾燥機の能力に余祐を持たせて

対応している。

5．省力化のメカニズム

収穫作業は刈取りに続く乾燥過程をいかにするかが

ポイントである○その意味で，生椒火力乾燥を前提と

する自脱型コン㌧ペインと，主として自然乾燥によるバ

インダーとでは作業櫓道が質的に異なるわけである。

ノミインダーは，従来の手刈り作業部分を機械に代替

しただけで，本質的に作業体系そのものを変えること

は少ない。すなわち，従来の手刈りをバインダーにお

きかえただけの利用（Ⅰ）が75帝，さらにバインダ

ー刈取り．乾燥後移動式脱穀放あるいは畑場脱穀と組

み合わせた利用（Ⅱ）が18帝，また，ノミイソダー刈

取り後畑場内で生脱穀を行ない，生籾を火力乾燥する

利用（Ⅲ）は9多に過ぎない（バインダー5条刈り個

人利用101戸対象）。

これらのバインダー利用およびその後の作業方法別

の10a当り所要時間について見ると（第5表），樺

がけ乾燥地域では，慣行に比較し（Ⅰ）では25多，

（Ⅱ）は44多，（皿）は599多の省力効果を示す。

これに対して，白脱型コン㌧パイン利用は刈収り後の

わら処理に，10a当り5・4時間を要し，省力効果は

58多で前記バインダー利用（Ⅲ）より少ない。わら

処理を除いた場合は64多の糾、省力効果を示す。

以上のようにバインダーよりは自脱型コンバイン，

バインダーでは刈取り後の作業の機械化が高度化する

ほど，省力化が大となる。

4．収橙機利用の経営的成果

収穫機利用の直接的成果は，雇用労働力の節減であ

る0その効果は利用機種あるいは利用形態によって共

なる〇日脱型コンバイン個人利用農家の平均（158戸

対象，平均水田血揖5．1ha）では，収穫作業だけで収

穫機導入前の88人に対して，導入後は9人となり，



東北農業研究　第12号　　　　　　　　　　　　95

第5表　　収棲作業体系と10a．当り作業時間の比較

収　　 穫　　 作　　 業　　 体　　 系
1D a 当
少時間

同左比

棒

が

け

乾

燥

慣　 行　 体 系

手刈 ・束立て一艇 び ・舶 財　　　 瑚 納 一望 ら選 一断 わ 4 2．4 界

1 0 0

〝 ・　　　　　 〝　 －　 〝　 －かけかえ し－　 〝　－　 〝　　 －　 〝 4 8．0

バ イ ン ク●－
体　　 系

枕刈 わー′可ンク㌧一刈 少　　 〝　 －　 〝　 －　　 〟　　 －　 〝　‾　 〝　 －　 〝 5 4．° 7 7

〝　 －　　 〝　　　　 〟　 －　 〝　 －ほ墟脱穀 ・わ ら処理 －一塊 －　 〝 2 5．5 5 d

地

域
〝　 －　　 〝　　　　 〝　 一生脱穀 ・わ ら処理 一也彗空一籾乾燥－　 〝 18．4 4 1

コンソ甘ン体系 〝　 －コンシ句ン刈 わ　　　　　 わ ら処理　　　　　　 〝　 －　 〝　 －　 〟 2 2．8 5 0

は
さ
が
け
乾
燥
地
域

慣　 行　 体 系
手刈 ・枇 て－はさ働 一票 最 岸畑 納一望 ら処霊一飯す わ

4 8．2 1 0 0

バ イ　ン ダ ー
枕刈 わー′叫げ －刈 少 －　 〝　 －　 〝　 一　 〝　－　 〝　 ‾　 〝 5 ム5 7 5

体　　　　 系 〝 －　 ∫　 一 〝　 一芸 盈 悪魔 一朗乾鰻－ 〝 1 R 5 4 0

コンバイン体系 〝　 －コンバイン刈 カ　　　　 わら処理　　　　　 〝　 －　 〝　 －　 〝 2 2．8 4 7

注．－は慣行体系に比較し，新らしく出てきた作業名

約％に減少した。4ha以上の農家では年間15万円を

越す節約労賃の場合もあり，収隆期の減価朕却費分に

相当する。

20

節
約
雇
用
労
賃
　
（
万
円
）

15

凡　例
0′りンダー利用虔
●仝L曜剛なしの農
△白コ　ン利用虔
▲仝上雇用なしの虎
口普通型コンバイン別

患官

上

3　　　　　　4

稲作付面積　（ha）

第1図　　稲作付面捺規模別節約雇用労賃

一
〇
a
当
り
要
用
　
（
万
円
）

凡　例

△　　　△r‡脱型コン′りン棒糸

●一一一一一●バインダー3条刈り。

〇一●一・一0　　〃　　2粂刈り　ケ

X X慣　行　手　刈　り　ヶ

2　　　　3　　　　4　　　　5　　　6

稲作付面積娩摸（ba）

第2図　　収穫期利用（刈取り～籾すりまで）の
費用比較（10a当り）

1．減価償却費（耐用年数：収樫機は5年，そ

の他は農林畜産業用償却資産の耐用年数蓑に

よった。定額法）

2．修理費，燃料費などは実置

5．自家労賃は1時間200円として評価した。
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また雇用労賃の節約効果は家族労働力と規模との関

係によって異なる0これを10a当りで見ると（第1

図），家族労働力2人では約4．ODD円，5人以上では

約1000円となる○さらに5ba以上でも雇用労働力に

全く依存しない経営が成立し，技術的な規模拡大の制

限が緩和されている。

一方，自家労賃を1時間200円で評価した，いわゆ

る生産費的な見方をとり，刈取りから楓すりまでの費

用を収模倣別に比較すると（収穫機の耐用年数を作業

面横の多少にかかわらず5年としたことには問題があ

る0東北農業研究第10号，p147参照），慣行手刈

りでは5・Oha以上の規模で，10a当り乳000円であ

る0これに対して，バインダー2粂刈り利用が有利性

を持つ規模は5・5baであり，5粂刈り，自脱塾コンバ

イン利用では451laである（第2図）。

占．む　　す　　び

以上のように，収嘩級は雇用労働力に代替できるも

のとしての期待から，上層鹿家を中心に急速に利用が

増加してきた。その結果，雇用労賃の節軌収嘩労働

の量的，質的軽減の面では大きな成果をあげている。

しかし一方，その利用組級は個人利用が圧倒的に多く，

共同利用でも血縁，知友を中心とした2～5戸の小規

模な組織が支配的である0このため，バインダー利用

では機械の能率を最大にできる組人数が確保されない。

また，自脱型コンバイン利用では乾燥蝕の能率との不

調和などから・作業日数および作業時間が制約され，

作業面折の拡大が規制されている。

現在の収嘩鹿利用は，いわゆる生産費的な意味で採

算規模に達しない利用が多い。生産コスト低下の見地

から，利用組織を拡大し，作業面横を確保することが

重要である。

御所農協共同育苗施設について

藤　村　清　一

（岩手　県農試）

1．ま　え　が　き

岩手県岩手郡雫石町御所地区は盛岡市の西方20～

50肋に位し，北上川の支流雫石川に臨む農山村であ

る○　この雫石州には北上川総合開発事業の一つである

御所ダムの建設がかねてから計画されていたが，これ

によると流域の美田約2001laが湖底化することにな

り，関係者の猛反対で着工が延期されて来た0しかし，

約20年にわたる情勢の変化は，反対気運を多少和ら

げ，45年度にダム建設調査事務所が設置された。こ

れらの事情も関連してか，近年とみに開田工事が行な

われ，50年代初期には550haだったのが45年に

は950haに達し，1戸平均面積も0．7haから1．5ha

と倍増し，Sha以上の農家はd O O戸中100戸を数

えるに至った。

2．設立の動機

以上のような情勢に加えて農業労働力の流出はこの

地区とて例外でなく，適期の幅の短い田植の労賃が

2－000円程度に及ぶに至って，大規模農家はその対策

を真剣に考えねばならなくなった。そのために機械田

植に対する関心も高まって来てはいたが，45年まで

は試作的段階に止まっていた。機械出穂としては現段

階では稚苗移植が最も省力安定に近い技術であるが，

その成否は何といっても育苗の成否がその大半を占め

ることから，個々の育苗では技術に差があって，一定

の水準に達しないものも生ずる恐れがあるので，共同

の施設によって健苗を育成して各戸に配布する方式を

最高と考え，44年の作付けに間に合わすペく育苗セ

ンターの設立にふみ切った。運営は25戸の良家で御


